
河川の管理者について 
 

県では、一級河川及び二級河川を管理しています。 

 

一級河川のうち、富士川、釜無川、笛吹川などの下流の区間は、 

国（国土交通省）が直接管理しています。（詳細は次ページをご参照ください）  

 

準用河川及び普通河川は、市町村が管理しています。 

  



国土交通省が管理している一級河川 
 

◆ 富士川・釜無川  （武田橋より下流 67.0km）  

◆ 笛吹川  （岩手橋より下流 28.0ｋｍ）  

◆ 重川  （重川橋より下流 1.5ｋｍ）  

◆ 御勅使川  （御勅使川橋より下流 1.8ｋｍ）  

◆ 塩川  （塩川橋より下流 1.0ｋｍ）  

◆ 日川  （日川橋より下流 1.0ｋｍ）  

◆ 早川  （早川橋より下流 3.0km）  

 

 


